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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室内の音を集音するマイクと、
　前記マイクにより集音された前記車室内の音を解析して車両の開状態の窓より車室内に
流入する空気により発生する特定周波数の共鳴音を検出したか否かを判定する共鳴音判定
手段と、
　前記車両の各窓の開閉状態を検出するとともに前記車両の各窓の開閉制御を行う窓開閉
制御手段と、
　前記共鳴音判定手段により前記共鳴音を検出したと判定された場合、前記窓開閉制御手
段に前記開状態の窓と異なる窓の開口度合いを変更するように指示して前記車室内に流入
した空気を車室外へ排出させる空気排出指示手段と、を備え、
　前記空気排出指示手段は、前記開口度合いを変更する窓が全開状態になる前に、前記共
鳴音判定手段により前記共鳴音が発生していないと判定された場合、前記開口度合いを変
更する窓に対する前記開閉制御を中止するように前記窓開閉制御手段に指示することを特
徴とする車載装置。
【請求項２】
　前記車両の速度が規定値以上変化したか否かを判定する速度変化判定手段と、
　前記車両のいずれかの窓が開状態であるか否かを判定する窓開状態判定手段と、を備え
、
　前記共鳴音判定手段は、前記速度変化判定手段により前記車両の速度が規定値以上変化
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したと判定され、かつ、前記窓開状態判定手段により前記車両のいずれかの窓が開状態で
あると判定された場合、前記マイクによる前記車両内の音の集音を開始して、前記共鳴音
が発生したか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の車載装置。
【請求項３】
　乗員が着座している座席位置および乗員が着座していない座席位置を特定する乗員位置
特定手段を備え、
　前記空気排出指示手段は、前記乗員が着座していない座席位置に対応する窓を優先的に
前記開状態にさせるように前記窓開閉制御手段に指示することを特徴とする請求項１また
は２に記載の車載装置。
【請求項４】
　車室内の音を集音するマイクと、
　前記マイクにより集音された前記車室内の音を解析して車両の開状態の窓より車室内に
流入する空気により発生する特定周波数の共鳴音を検出したか否かを判定する共鳴音判定
手段と、
　前記車両の各窓の開閉状態を検出するとともに前記車両の各窓の開閉制御を行う窓開閉
制御手段と、
　前記共鳴音判定手段により前記共鳴音を検出したと判定された場合、前記窓開閉制御手
段に前記開状態の窓と異なる窓の開口度合いを変更するように指示して前記車室内に流入
した空気を車室外へ排出させる空気排出指示手段と、
　乗員が着座している座席位置および乗員が着座していない座席位置を特定する乗員位置
特定手段と、を備え、
　前記空気排出指示手段は、前記乗員が着座していない座席位置に対応する窓を優先的に
前記開状態にさせるように前記窓開閉制御手段に指示することを特徴とする車載装置。
【請求項５】
　前記車両の速度が規定値以上変化したか否かを判定する速度変化判定手段と、
　前記車両のいずれかの窓が開状態であるか否かを判定する窓開状態判定手段と、を備え
、
　前記共鳴音判定手段は、前記速度変化判定手段により前記車両の速度が規定値以上変化
したと判定され、かつ、前記窓開状態判定手段により前記車両のいずれかの窓が開状態で
あると判定された場合、前記マイクによる前記車両内の音の集音を開始して、前記共鳴音
が発生したか否かを判定することを特徴とする請求項４に記載の車載装置。
【請求項６】
　前記マイクは、ナビゲーション装置に接続された音声認識用のものであり、
　前記ナビゲーション装置に接続された車両ＬＡＮに接続するための通信インタフェース
を備え、
　前記共鳴音判定手段は、前記通信インタフェースを介して前記ナビゲーション装置に接
続された前記マイクにより集音された前記車室内の音声情報を取得し、当該車室内の音声
情報に基づいて前記車両の開状態の窓より車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判
定することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載の車載装置。
【請求項７】
　前記車両の窓のいずれかを開状態にするための操作があったか否かを判定する窓開閉操
作判定手段と、
　前記窓開閉操作判定手段により前記車両の窓のいずれかを開状態にするための操作があ
ったと判定された場合、前記マイクをオン状態にして前記車両内の音の集音を開始する集
音開始手段と、
　前記共鳴音判定手段により前記共鳴音が発生していないと判定された場合、前記マイク
をオフ状態にして前記車両内の音の集音を停止させる集音停止手段を備えたことを特徴と
する請求項６に記載の車載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、車両の窓の開閉制御を行う車載装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空調装置の外気導入状態または内気循環状態を判定するとともに車両の窓が閉じ
る方向に操作されたか否かを判定し、空調装置が外気導入状態であると判定され、かつ、
車両の窓が閉じる方向に操作されたと判定された場合、空調装置のファンモータによる送
風量を低下させることにより、車両の窓閉め動作時における車内の気圧変化を低減させ、
乗員の耳が痛くなるような事態を回避するようにしたものがある（例えば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３７０５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両走行時に車両の一部の窓を開けると、車両の構造、車両の窓の開け方、
車速等によって、ワーン、ワーン等といった不快な共鳴音が発生することがある。このよ
うな現象は、車両の窓より車室内に流入した空気が車室外へ排出されずに車室内に溜まる
ことにより生じる。
【０００５】
　特に、近年の車両は密閉性が高くなっており、車両の窓より流入した空気が車室外へ排
出されにくいため、このような共鳴音が発生しやすい。また、ハイブリッド車、電気自動
車等の静音性の高い車両では、このような共鳴音が発生すると乗員に与える不快感も顕著
なものとなってしまう。
【０００６】
　なお、上記特許文献１に記載された装置は、車両の窓閉め動作時における車内の気圧変
化を低減させて、乗員の耳が痛くなるような事態を回避するものであり、上記したような
不快な共鳴音を低減することはできない。
【０００７】
　本発明は上記問題に鑑みたもので、共鳴音による不快感を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、車室内の音を集音するマイクと、
マイクにより集音された車室内の音を解析して車両の開状態の窓より車室内に流入する空
気により発生する特定周波数の共鳴音を検出したか否かを判定する共鳴音判定手段と、車
両の各窓の開閉状態を検出するとともに車両の各窓の開閉制御を行う窓開閉制御手段と、
共鳴音判定手段により共鳴音を検出したと判定された場合、窓開閉制御手段に開状態の窓
と異なる窓の開口度合いを変更するように指示して車室内に流入した空気を車室外へ排出
させる空気排出指示手段と、を備え、空気排出指示手段は、開口度合いを変更する窓が全
開状態になる前に、共鳴音判定手段により共鳴音が発生していないと判定された場合、開
口度合いを変更する窓に対する開閉制御を中止するように窓開閉制御手段に指示すること
を特徴としている。
【０００９】
　このような構成によれば、マイクにより集音された車室内の音を解析して車両の開状態
の窓より車室内に流入する空気により発生する特定周波数の共鳴音を検出したと判定され
た場合、窓開閉制御手段に開状態の窓と異なる窓の開口度合いを変更するように指示して
車室内に流入した空気が車室外へ排出されるようになるので、共鳴音による不快感を低減
することができる。
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【００１１】
　また、開口度合いを変更する窓が全開状態になる前に共鳴音が発生しなくなると、空気
排出指示手段は、開口度合いを変更する窓に対する開閉制御を中止するように窓開閉制御
手段に指示するので、開口度合いを変更する窓を全開にすることなく、共鳴音が発生しな
いようにすることが可能である。
【００１２】
　また、請求項２、５に記載の発明では、車両の速度が規定値以上変化したか否かを判定
する速度変化判定手段と、車両のいずれかの窓が開状態であるか否かを判定する窓開状態
判定手段と、を備え、共鳴音判定手段は、速度変化判定手段により車両の速度が規定値以
上変化したと判定され、かつ、窓開状態判定手段により車両のいずれかの窓が開状態であ
ると判定された場合、マイクによる車両内の音の集音を開始して、共鳴音が発生したか否
かを判定することを特徴としている。
【００１３】
　上記共鳴音は、車両の速度によって発生したり、発生しなくなったりするが、上記した
構成によれば、車両の速度が規定値以上変化したと判定され、かつ、車両のいずれかの窓
が開状態であると判定された場合、マイクによる車両内の音の集音を開始して、共鳴音が
発生したか否かの判定が行われる。したがって、車両の速度が規定値以上変化して共鳴音
が発生するようになっても、共鳴音が発生したか否かの判定が行われ、共鳴音が発生した
と判定されると、車室内に流入した空気が車室外へ排出させるようになるので、共鳴音に
よる不快感を低減することができる。
【００１４】
　また、請求項３、４に記載の発明では、乗員が着座している座席位置および乗員が着座
していない座席位置を特定する乗員位置特定手段を備え、空気排出指示手段は、乗員が着
座していない座席位置に対応する窓を優先的に開状態にさせるように窓開閉制御手段に指
示することを特徴としている。
【００１５】
　乗員が着座している座席位置に対応する窓を開状態にすると、冷房時や暖房時に冷房能
力や暖房能力が低下して乗員を不快にさせてしまうことが考えられるが、上記した構成に
よれば、空気排出指示手段は、乗員が着座していない座席位置に対応する窓を優先的に開
状態にさせるように窓開閉制御手段に指示するので、冷房能力や暖房能力の低下による乗
員の不快感を緩和することが可能である。
【００１６】
　また、請求項６に記載の発明では、マイクは、ナビゲーション装置に接続された音声認
識用のものであり、ナビゲーション装置に接続された車両ＬＡＮに接続するための通信イ
ンタフェースを備え、共鳴音判定手段は、通信インタフェースを介してナビゲーション装
置に接続されたマイクにより集音された車室内の音声情報を取得し、当該車室内の音声情
報に基づいて車両の開状態の窓より車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判定する
ことを特徴としている。
【００１７】
　このような構成によれば、ナビゲーション装置に接続された音声認識用のマイクを用い
て車室内の音声を集音し、当該マイクにより集音された車室内の音声情報に基づいて車両
の開状態の窓より車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判定するので、専用のマイ
クを備えることなく車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判定することができる。
【００１８】
　また、請求項７に記載の発明では、車両の窓のいずれかを開状態にするための操作があ
ったか否かを判定する窓開閉操作判定手段と、窓開閉操作判定手段により車両の窓のいず
れかを開状態にするための操作があったと判定された場合、マイクをオン状態にして車両
内の音の集音を開始する集音開始手段と、共鳴音判定手段により共鳴音が発生していない
と判定された場合、マイクをオフ状態にして車両内の音の集音を停止させる集音停止手段
を備えたことを特徴としている。
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【００１９】
　このような構成によれば、車両の窓のいずれかを開状態にするための操作があったと判
定された場合、マイクをオン状態にして車両内の音の集音を開始し、共鳴音が発生してい
ないと判定された場合、マイクをオフ状態にして車両内の音の集音を停止させるので、マ
イクにより消費される電力を低減するとともに、ナビゲーション装置に接続された音声認
識用のマイクを占有しないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る車載装置の構成を示す図である。
【図２】ナビゲーションＥＣＵの処理を示すフローチャートである。
【図３】共鳴音の発生について説明するための図である。
【図４】共鳴音を低減するために開口度合いを変更する窓の決定について説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の一実施形態に係る車載装置の構成を図１に示す。本車載装置１は、車両の窓の
開閉制御を自動で行い、車両の一部の窓を開けた状態で走行する際に発生する共鳴音を低
減するものである。本実施形態における車両は、運転席、助手席、後部右側座席、後部左
側座席に各ドアが設けられた４ドアタイプで、運転席、助手席、後部右側座席、後部左側
座席の各座席位置に対応するドアに設けられた窓の開閉が可能となっている。
【００２２】
　本車載装置１は、ナビゲーション装置１０、乗員位置検出装置３０およびドア制御装置
４０を備えている。ナビゲーション装置１０は、ナビゲーションＥＣＵ（図中では、ナビ
ＥＣＵと記す）１１およびマイク１２を備えており、乗員位置検出装置３０は、着座セン
サ３１およびシートＥＣＵ３２を備えており、ドア制御装置４０は、ウィンドウスイッチ
（図中では、ウィンドウＳＷと記す）４１、ウィンドウモータ４２およびドアＥＣＵ４３
を備えている。
【００２３】
　ナビゲーションＥＣＵ４１、シートＥＣＵ３２およびドアＥＣＵ４３は、それぞれ車両
ＬＡＮ５０に接続するための通信インタフェース（いずれも図示せず）を有しており、各
通信インタフェースを介して車両ＬＡＮ５０に接続されている。
【００２４】
　ナビゲーションＥＣＵ１１、シートＥＣＵ３２およびドアＥＣＵ４３は、それぞれＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（いずれも図示せず）を備えたコンピュータとして構成さ
れており、ＣＰＵはＲＯＭに記憶されたプログラムに従って各種処理を実施する。
【００２５】
　マイク１２は、音声認識用として設けられたものであり、車室内の音を集音し、集音し
た車室内の音に応じた信号をナビゲーションＥＣＵ１１へ送出する。マイク１２は、ナビ
ゲーションＥＣＵ１１からの指示に応じてオン状態とオフ状態の切り替えが可能となって
いる。
【００２６】
　ナビゲーションＥＣＵ１１は、マイク１２よりユーザの音声に応じた信号が入力される
と、ユーザの音声に含まれるキーワードを音声認識して、認識したキーワードに基づく地
図表示や認識したキーワードに基づく目的地設定等の各種処理を実施するようになってい
る。
【００２７】
　また、ナビゲーションＥＣＵ１１には、車両に搭載された車速センサ２０より車速に応
じた車速信号が入力されるようになっている。ナビゲーションＥＣＵ１１は、この車速セ
ンサ２０より入力される車速信号に基づいて車両の走行速度を特定する。
【００２８】
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　着座センサ３１は、車両の各シートに設けられ、乗員の着座の有無を検出する。本実施
形態における着座センサ３１は圧力センサを用いて構成されており、この圧力センサによ
り乗員がシートに着座したときの圧力を検出して乗員の着座の有無を示す信号をシートＥ
ＣＵ３２へ出力する。
【００２９】
　シートＥＣＵ３２は、車両の各シートに設けられた各着座センサ３１より入力される信
号に基づいて乗員の着座している座席位置および乗員の着座していない座席位置を特定す
る処理を実施する。
【００３０】
　ウィンドウスイッチ４１は、車両に備えられた各窓の開閉を操作するためのスイッチで
あり、ユーザ操作に応じた信号をドアＥＣＵ４３へ出力する。このウィンドウスイッチ４
１は、運転席、助手席、後部右側座席、後部左側座席用に設けられた車両の各ドアに設け
られている。
【００３１】
　ウィンドウモータ４２は、車両の各窓を開閉するためのモータである。ウィンドウモー
タ４２は、ドアＥＣＵ４３からの信号に応じて車両の各窓の開閉制御を行う。このウィン
ドウモータ４２は、運転席、助手席、後部右側座席、後部左側座席用に設けられた車両の
各ドア内に収納されている。
【００３２】
　ドアＥＣＵ４３は、ウィンドウスイッチ４１に対する操作に応じて車両の各窓の開閉制
御を行う窓開閉制御、車両の各窓の開閉状態を検出する窓開閉状態検出処理、ドアロック
スイッチ（図示せず）に対する操作に応じて車両のドアの施錠または解錠を行うドアロッ
ク制御、ドアミラー格納スイッチ（図示せず）に対する操作に応じて車両の電動ドアミラ
ーを格納するドアミラー格納制御等の各種処理を実施する。
【００３３】
　本ナビゲーションＥＣＵ１１は、マイク１２を用いて車室内の音声を集音し、車室内の
音の周波数から車両の開状態の窓より車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判定す
ると、開状態の窓と異なる窓の開口度合いを変更させるようにドアＥＣＵ４２に指示して
不快な共鳴音を低減する処理を実施する。
【００３４】
　図２に、この処理のフローチャートを示す。運転者の操作に応じて車両のイグニッショ
ンスイッチがオン状態になると、ナビゲーション装置１０、乗員位置検出装置３０および
ドア制御装置４０は動作となり、ナビゲーションＥＣＵ１１は、図２に示す処理を開始す
る。
【００３５】
　まず、車両ＬＡＮ５０の通信バスを監視して、乗員による車両の窓のいずれかに対する
開閉操作を検出したか否かを判定する（Ｓ１００）。具体的には、車両ＬＡＮ５０の通信
バスを監視してドアＥＣＵ４２から送信されるフレームに、車両の窓のいずれかに対する
開閉操作の有無を特定するための情報が含まれるか否かに基づいて車両の窓のいずれかに
対する開閉操作があったか否かを判定する。
【００３６】
　ここで、例えば、運転席の乗員が運転席のドアに設けられた窓を開けるために、ウィン
ドウスイッチ４１を操作すると、Ｓ１００の判定はＹＥＳとなり、次に、マイク１２をオ
ン状態にして車両内の音の集音を開始する（Ｓ１０２）。
【００３７】
　次に、マイク１２により集音された車室内の音を解析して車両の開状態の窓より車室内
に流入する空気により発生する特定周波数の共鳴音を検出したか否かを判定する（Ｓ１０
４）。具体的には、連続する特定の可聴周波数帯の信号成分を有する共鳴音を検出したか
否かを判定する。
【００３８】
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　ここで、例えば、図３に示すように、車両の運転席の窓が開状態となっており、この開
状態の窓より車室内に流入する空気により共鳴音が発生している場合、Ｓ１０４の判定は
ＹＥＳとなり、次に、開口度合いを変更する窓を決定する（Ｓ１０６）。本実施形態では
、乗員が着座していない座席位置に対応する窓を優先し、予め定められた規定に従って開
状態にする窓を決定する。また、開口度合いを変更する窓は、車室内に空気が流入してい
る開状態の窓と異なる窓であり、閉状態の窓であっても、開状態となっている窓であって
もよい。
【００３９】
　例えば、車両の運転席にのみ乗員が乗車しており、図４に示すように、運転席の窓が開
状態となっている場合、乗員が着座しておらず、かつ、運転席の窓から車室内に流入した
空気が直線的に流れて車室外へ排出される後部左側座席の窓を開口度合いを変更する窓と
して決定する。
【００４０】
　また、図示してないが、運転席と助手席に乗員が乗車しており、助手席の窓が開状態と
なっている場合には、乗員が着座しておらず、かつ、助手席の窓から車室内に流入した空
気が直線的に流れて車室外へ排出される後部右側座席の窓を開口度合いを変更する窓とし
て決定する。
【００４１】
　また、図示してないが、運転席と助手席と後部左側座席に乗員が乗車しており、運転席
の窓が開状態となっている場合には、乗員が着座していない座席位置に対応する窓を優先
するため、運転席の窓から車室内に流入した空気が直線的に流れて車室外へ排出される後
部左側座席ではなく、乗員が着座していない後部右側座席の窓を開口度合いを変更する窓
として決定する。
【００４２】
　次に、Ｓ１０６にて決定した窓を開状態にするようにドアＥＣＵ４３に窓開閉指示を出
力し（Ｓ１０８）、Ｓ１０４の判定へ戻る。これにより、ドアＥＣＵ４３は、Ｓ１０６に
て決定した窓を開閉制御するためのウィンドウモータ４２を駆動する。このウィンドウモ
ータ４２の回転に応じて開口度合いを変更する窓が自動的に徐々に開き、車室内に流入し
た空気が車室外へ排出されるようになる。
【００４３】
　そして、再度、Ｓ１０４にて、共鳴音を検出したか否かを判定し、共鳴音が発生してい
る場合には、Ｓ１０４の判定はＹＥＳとなり、ドアＥＣＵ４３に対する窓開閉指示を継続
する。したがって、窓の開口部は徐々に大きくなっていく。
【００４４】
　また、窓の開閉制御により共鳴音の発生がなくなると、Ｓ１０４の判定はＮＯとなり、
開口度合いを変更する窓が全開状態になる前であっても、開口度合いを変更する窓に対す
る制御を中止するとともにマイク１２をオフ状態にして車両内の音の集音を停止させる（
Ｓ１１０）。したがって、例えば、開口度合いを変更する窓が少し開いた状態で共鳴音の
発生がなくなると、図４に示したように、共鳴音がなくなる程度で窓が少し開いた状態の
ままとなる。
【００４５】
　また、車両ＬＡＮ５０の通信バスを監視して、車両の窓のいずれかを開閉するための操
作が検出されない場合、Ｓ１００の判定はＮＯとなり、次に、車両の速度が規定値（例え
ば、時速２０キロメートル）、以上変化したか否かを判定する（Ｓ１１２）。具体的には
、車速センサ２０より入力される車速信号に基づいて一定時間毎に車両の走行速度を特定
する処理を実施し、前回特定した車両の走行速度と今回特定した車両の走行速度を比較し
て車両の速度が規定値以上変化したか否かを判定する。
【００４６】
　また、Ｓ１１４では、ドアＥＣＵ４３より車両の各窓の開閉状態を示す情報を取得して
車両のいずれかの窓が開状態となっているか否かを判定する。
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【００４７】
　したがって、車両の速度が規定値していない場合、Ｓ１１２の判定はＮＯとなり、Ｓ１
００へ戻る。また、車両の速度が規定値以上変化した場合であっても、車両の全ての窓が
閉状態となっている場合には、Ｓ１１２の判定はＹＥＳ、Ｓ１１４の判定はＮＯとなり、
Ｓ１００へ戻る。
【００４８】
　しかし、車両の速度が規定値以上変化し、車両のいずれかの窓が開状態となっている場
合には、Ｓ１１２の判定はＹＥＳ、Ｓ１１４の判定もＹＥＳとなり、Ｓ１０２へ進む。例
えば、車両が走行を開始して一定期間内に車両の速度が時速３０キロメートルに達し、Ｓ
１１２にてＹＥＳと判定され、更に、車両のいずれかの窓が開状態となっており、Ｓ１１
４にてＹＥＳと判定されると、マイク１２をオン状態にして車両内の音の集音を開始し、
共鳴音が発生したか否かの判定が実施される。ここで、共鳴音が発生していない場合には
、Ｓ１０４の判定はＮＯとなり、マイク１２をオフ状態にして車両内の音の集音を停止さ
せ（Ｓ１１０）、Ｓ１００へ戻る。
【００４９】
　また、更に、車両が速度を上げて、車両の速度が時速３０キロメートルから一定期間内
に時速６０キロメートルに達し、Ｓ１１２にてＹＥＳと判定され、更に、車両のいずれか
の窓が開状態となっており、Ｓ１１４にてＹＥＳと判定されると、マイク１２をオン状態
にして車両内の音の集音を開始し、共鳴音が発生したか否かの判定が実施される。ここで
、共鳴音が発生している場合、Ｓ１０４の判定はＹＥＳとなり、開口度合いを変更する窓
が決定され（Ｓ１０６）、この窓を開状態にする窓開閉指示が行われる（Ｓ１０８）。
【００５０】
　上記した構成によれば、マイクにより集音された車室内の音を解析して車両の開状態の
窓より車室内に流入する空気により発生する特定周波数の共鳴音を検出したと判定された
場合、窓開閉制御手段に開状態の窓と異なる窓の開口度合いを変更するように指示して車
室内に流入した空気が車室外へ排出されるようになるので、共鳴音による不快感を低減す
ることができる。
【００５１】
　また、開口度合いを変更する窓が全開状態になる前に共鳴音が発生しなくなると、ナビ
ゲーションＥＣＵ１１は、開口度合いを変更する窓に対する開閉制御を中止するように窓
ドアＥＣＵ４３に指示するので、開口度合いを変更する窓を全開にすることなく、共鳴音
が発生しないようにすることが可能である。
【００５２】
　上記共鳴音は、車両の速度によって発生したり、発生しなくなったりするが、上記した
構成によれば、車両の速度が規定値以上変化したと判定され、かつ、車両のいずれかの窓
が開状態であると判定された場合、マイクによる車両内の音の集音を開始して、共鳴音が
発生したか否かの判定が行われる。したがって、車両の速度が規定値以上変化して共鳴音
が発生するようになっても、共鳴音が発生したか否かの判定が行われ、共鳴音が発生した
と判定されると、車室内に流入した空気が車室外へ排出させるようになるので、共鳴音に
よる不快感を低減することができる。
【００５３】
　また、乗員が着座している座席位置に対応する窓を開状態にすると、冷房時や暖房時に
冷房能力や暖房能力が低下して乗員を不快にさせてしまうことが考えられるが、上記した
構成によれば、ナビゲーションＥＣＵ１１は、乗員が着座していない座席位置に対応する
窓を優先的に開状態にさせるようにドアＥＣＵ４３に指示するので、冷房能力や暖房能力
の低下による乗員の不快感を緩和することが可能である。
【００５４】
　また、上記した構成によれば、ナビゲーション装置に接続された音声認識用のマイクを
用いて車室内の音声を集音し、当該マイクにより集音された車室内の音声情報に基づいて
車両の開状態の窓より車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判定するので、専用の
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マイクを備えることなく車室内に流入する空気による共鳴音の発生を判定することができ
る。
【００５５】
　また、上記した構成によれば、車両の窓のいずれかを開状態にするための操作があった
と判定された場合、マイクをオン状態にして車両内の音の集音を開始し、共鳴音が発生し
ていないと判定された場合、マイクをオフ状態にして車両内の音の集音を停止させるので
、マイクにより消費される電力を低減するとともに、ナビゲーション装置に接続された音
声認識用のマイクを占有しないようにすることができる。
【００５６】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々
なる形態で実施することができる。
【００５７】
　例えば、上記実施形態では、ナビゲーション装置に接続された音声認識用のマイク１２
を用いて車室内の音声を収集したが、共鳴音を判定するための専用のマイクを設け、この
マイクを用いて車室内の音声を収集するようにしてもよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、運転席、助手席、後部右側座席、後部左側座席に各ドアが設
けられた４ドアタイプの車両を例に示したが、このような型の車両に限定されるものでは
ない。
【００５９】
　また、上記実施形態では、車両の窓として、運転席、助手席、後部右側座席、後部左側
座席の各座席位置に対応するドアに設けられた窓を開閉制御する構成を示したが、このよ
うな各座席位置に対応するドアに設けられた窓に限定されるものではなく、例えば、サン
ルーフ等、各座席位置に対応するドアに設けられた窓以外の窓を開閉制御するようにして
もよい。
【００６０】
　また、上記実施形態では、開状態の窓と異なる窓を開状態にする例を示したが、車室内
に空気が流入する窓と異なる開状態の窓の開口量を小さくしたり、大きくしたりする等、
車室内に空気が流入する窓と異なる開状態の窓の開口度合いを変更して共鳴音を低減する
ようにしてもよい。
【００６１】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１０４が共鳴音判定手段に相当し、ドアＥＣＵ４３が窓開閉制御手段に相当し、
Ｓ１０８が空気排出指示手段に相当し、Ｓ１１２が速度変化判定手段に相当し、Ｓ１１４
が窓開状態判定手段に相当し、乗員位置検出装置３０が乗員位置特定手段に相当し、Ｓ１
００が窓開閉操作判定手段に相当し、Ｓ１０２が集音開始手段に相当し、Ｓ１１０が集音
停止手段に相当する。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　車載装置
　１０　ナビゲーション装置
　１１　ナビゲーションＥＣＵ
　１２　マイク
　２０　車速センサ
　３０　乗員位置検出装置
　３１　着座センサ
　３２　シートＥＣＵ
　４０　ドア制御装置
　４１　ウィンドウスイッチ
　４２　ウィンドウモータ
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　４３　ドアＥＣＵ
　５０　車両ＬＡＮ

【図１】 【図２】
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